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宇都宮（管） 逆走防止対策設置状況
IC参考例:那須IC

本線合流部
対策① 矢印路面標示（ランプ部）
対策② 矢印路面標示（本線追越車線）
対策③ ラバーポールの延伸
対策④ 矢印表示板

オフランプ合流部
対策① 矢印路面標示（ランプ部）
対策② 矢印表示板

料金所前後
（開口部締め切りの他）
対策① 矢印路面標示

対策① 矢印路面標示（ランプ部）

対策③ ラバーポールの延伸

対策④ 矢印表示板

対策② 矢印路面標示（本線追越車線）

対策① 矢印路面標示（ランプ部）

対策② 矢印表示板

対策② 矢印表示板

対策① 矢印路面標示

開口部締め切り

那須IC



宇都宮（管） 逆走防止対策設置状況

休憩施設参考例:那須高原SA

エリア内
対策① 矢印路面標示（エリア内）

本線合流部
対策① 矢印路面標示（ランプ部）
対策② 矢印路面標示（本線追越車線）
対策③ ラバーポールの延伸
対策④ 矢印表示板

本線分流部
対策① 矢印路面標示（ランプ部）
対策② 矢印表示板
対策③ 進入禁止表示板
対策④ 駐車場接続部の狭小化
その他 逆走センサ―付きLED版

対策① 矢印路面標示

対策① 矢印路面標示（ランプ部）

対策② 矢印路面標示（本線追越車線）

対策④ 矢印表示板対策③ ラバーポールの延伸

対策① 矢印路面標示（ランプ部）

逆走センサー付きLED版

対策② 矢印表示板

対策④ 駐車場接続部の狭小化

対策③ 進入禁止表示板

対策② 矢印表示板

那須高原SA







逆走は誤って進入してしまう誤進入のみならず、本線上をＵターンしてしまう例もあることから
「Uターンしてはならない」「逆走は大変危険」ということを発信していくことも、有効な対策の
ひとつであると思料

実施済



1. 位置・概要

対象区間︓東北自動車道 黒磯板室〜那須
車線数︓片側2車線 規制速度︓100km/h

2. 対策イメージ

146.0KP付近

既設のGr設置タイプの眩光防止板を逆走注意喚起標示タイプに変更する。
下り線の追越、走行車線に逆走防止の矢印路面標示を施工する。

至 西那須野塩原IC

黒磯板室IC
145.4kp 

対策箇所
146.0kp

至 那須IC

※下り線（逆走方向から見たイメージ）

逆走に気づかせるための表示(矢印路面標示、中分側での文字表示)を計画

・路面標示は逆走車には逆走を気づかせる効果及び順行中のドライバーには路面標示が見えることによる注意喚起
・逆走車は追越車線を走行する傾向にあるため、中分側に表示することにより逆走車に対し有効であると思料
・防眩板を応用した逆走注意喚起は、「高速道路での逆走対策に関する有識者委員会（第７回）」資料において
対策効果が示されており、対策箇所における対策実施前後の逆走事案発生件数が10.6件/年から1.8件/年へ減少。

（参考）栃木県内における防眩板応用注意喚起の対策箇所（全４箇所）

・東北道 岩舟JCT〜栃木IC（71.7kp）
・東北道 矢板IC〜西那須野塩原IC（127.2kp）
・東北道 矢板IC〜西那須野塩原IC（131.3kp）
・北関東道 足利IC〜佐野田沼IC（47.6kp）

東北道（下り）71.7kp 東北道（上り）131.3kp

実施予定



1. 位置・概要

対象区間︓東北自動車道 黒磯板室〜那須
車線数︓片側2車線 規制速度︓100km/h

2. 対策イメージ

145.6KP付近

東北道（下り）黒磯板室ICの流出ランプ通過後の本線部へ、特別転回制度の案内看板を追加設置する。

至 西那須野塩原IC

対策箇所
145.6kp

至 那須IC

※下り線（順行方向から見たイメージ）

防眩板を応用した逆走注意喚起標示に加え、目的ICを通り過ぎたお客さまによるUターンを抑制するため、順行車両への特別
転回制度の案内看板を追加設置を計画

（参考）栃木県内における特別転回制度の案内看板設置箇所

・IC（全14箇所）
・JCT（岩舟JCT）

実施予定

東北道 黒磯板室IC 東北道（上り）岩舟JCT

黒磯板室IC
145.4kp 



今後の逆走対策の方向性

「高速道路での逆走対策に関する有識者員会（第７回）」（R6.7.24）資料より」

○2024年度以降、公募技術テーマⅣ・Ⅴについて公募を実施する予定。


